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《注》平成23年度給与支払報告書（総括表）は送付致しませんので、

14ページの給与支払報告書（総括表）をご利用ください。
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市・県民税の課税のしくみと徴収方法
１．納税義務者

平成22年１月１日現在、香芝市に住所を有する個人で前年中に
所得のあった人。

２．課税されない人
（１） 平成22年１月１日現在、生活保護法の規定による生活扶

助を受けている人
（２） 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金

額が125万円以下の人
（３） 均等割が課税されない人

� 均等割のみが課税される人のうち平成21年中の合計所
得金額が、控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
で、28万円以下の人には均等割が課税されません。

� 均等割のみが課税される人のうち平成21年中の合計所
得金額が、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合で､
28万円に本人・控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を
乗じて得た金額に16万８千円を加えた金額以下の人には
均等割が課税されません。

（４） 所得割が課税されない人
� 平成21年中の総所得金額等の額が、控除対象配偶者又
は扶養親族を有しない場合で、35万円以下の人には所得
割が課税されません。

� 平成21年中の総所得金額等の額が、控除対象配偶者又
は扶養親族を有する場合で、35万円に本人・控除対象配
偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に32万円を
加えた金額以下の人には所得割が課税されません。

３．特別徴収と普通徴収
（１） 特別徴収とは、給与の支払いをする人が、給与の支払を

受ける人（納税者）から毎月、市・県民税を徴収し、取り
まとめて納入していただく制度で、その給与の支払をする
人を特別徴収義務者といいます。

（２） 普通徴収とは、市役所から納税者に直接納税通知書を送
付し、納税者が自分で納付する方法をいいます。

（３） 平成21年中に給与の支払（俸給、給料、賃金、歳費、賞
与等）を受け、現在引き続き支払を受けている人について

は、原則として特別徴収の方法により市・県民税を徴収す
ることになっています｡（地方税法321条の３）

（４） 特別徴収により徴収する税額は、原則として、給与所得
と給与所得以外の所得に対する所得割額及び均等割額の合
計額ですが、給与所得以外の所得がある人については、申
告等により、給与所得以外の所得に対する所得割額を普通
徴収にする場合があります。

（１）

特別徴収事務
１．お届けした書類

（１） 特別徴収税額通知書（納税義務者用）
この通知書は、納税者に市・県民税をお知らせするも

のですから、ミシン線より切り取って、各納税者にお渡
しいただくようお願いします。

（２） 特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）
この通知書の上欄は、特別徴収をしていただく全員の

年税額及び月割合計額を記載しております。下欄は、個
人別の月割額を記載しておりますので、これにより徴収
してください。
なお、原則として、給与支払報告書に基づき、税額を

算出しておりますが、所得税の確定申告書を提出された
方や、調査に基づき他の所得が合算されている場合、所
得金額や所得控除額が変更になっている場合があります｡

（３） 市・県民税特別徴収納入書（納入用紙）
徴収いただいた市・県民税を月々納入していただく用

紙です。なお、地方税納入サービス等を利用され通常納
入書を必要とされない特別徴収義務者には、予備として
２部同封しておりますので、退職所得等にかかる市・県
民税の納入などにご利用ください。
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２．納 入 方 法
（１） 平成22年６月から（年度途中で通知書を受け取った場合

は、その通知書に徴収金額の記入されている最初の月から）
23年５月まで、毎月給与支払の際に各人の市・県民税の月
割額を徴収し、取りまとめて納入してください。

（２） 納税者が、年度途中で本市から他の市区町村へ転出され
ても、平成23年５月分までは、引き続き本市へ納入してく
ださい。

３．納 期 限
（１） 納期限は、月割額を徴収いただいた翌月10日（この日が

土曜日の時は翌々日、日祝日の時は翌日）です。
（２） 納期限までに納入されない場合は、延滞金及び督促手数

料をいただくことがあります。必ず納期限内にお納めいた
だくようお願いします。

４．納 期 の 特 例
（１） 給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合の納入

については、６月30日までに「市・県民税特別徴収税額の
納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける
ことにより、特別徴収税額の６月分から11月分を12月10日
まで、12月分から翌年５月分を６月10日までの年２回に分
けて納入することができます。

（２） 申請に必要な書類が必要な場合は、市民税係までご連絡
ください。

（３） 承認を受けた場合は、取消の通知がない限り納期の特例
を継続しますので、以後申請書を提出していただく必要は
ありません。

５．退職者の一括徴収
（１） 退職等により、残税額を給与または退職手当等から一括

徴収していただいた場合は、他の納税者の月割額と合わせ
て納入してください。この場合、納入書の「納入金額�」
の欄を横線で抹消し､ 「納入金額�」の欄に一括徴収され
た金額と、他の納税者の税額との合計を記入してください｡
（納入書の記入のしかたＰ.５ 参照）

（２） 退職後、納入書の送付や納入方法などで納税者にご不便
をかけることをさけるために、退職される方の残税額は、
できる限り退職時に一括徴収してくださるようご協力をお
願いします。

（３） 平成23年１月１日から４月30日までに退職し、残税額を
超える給与または退職手当等が、５月31日までに支給され
る場合は、本人からの申し出がなくても、残税額をまとめ
て徴収してください。

６．納税者の異動
退職、休職等により特別徴収ができなくなった場合や、転勤、

転職により新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望する場合など､
納税者に異動が生じたときは「給与所得者異動届出書」に所定の
事項を記入し、すみやかに提出（送付）してください。
（届出書の記載のしかたＰ.８～10 参照）

（２）

７．徴収税額等の変更
徴収税額等の変更が生じた場合は「特別徴収税額変更通知書」

を送付しますので、変更後の月割額に応じて徴収をお願いします｡
なお、納入書については、お申し出がない限り再発行はいたし

ませんので、当初お送りした納入書を変更の上ご使用ください。
（納入書の記入のしかたＰ．５ 参照）

８．所在地・名称等の変更
特別徴収義務者が、所在地・名称等を変更された場合は､ 「特

別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」（Ｐ．12）を提出いた
だきますようお願いします。

９．新たに特別徴収を希望される場合
中途就職などで、普通徴収から特別徴収へ変更を希望される場

合は、特別徴収への切替書（Ｐ．13）をご利用ください。
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（３）

退職所得にかかる市・県民税の特別徴収
１．退職所得と市・県民税

（１） 退職所得とは、退職金や一時恩給など退職に際して勤務
先から受けるもの、倒産のため退職せざるを得なくなった
勤労者に対して弁済される未払賃金や社会保険制度に基づ
いて支給される一時金など（以下「退職手当等」といいます｡）
の所得を退職所得といいます。

（２） 市・県民税は、所得のあった年の翌年度に課税すること
になっていますが、退職手当等に係る市・県民税について
は、他の所得と分離して、所得税と同様に退職手当等の支
払われる月に特別徴収していただくことになっています。
この市・県民税を「分離所得に係る所得割」といいます。

２．対象となる人
対象となる人は、退職手当等の支払を受ける日の属する年の１

月１日現在、本市内に住所所在のある人です。ただし、同年１月
１日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人は除かれま
す。また、死亡により支払われる退職手当等は、相続税の課税対
象となるため市・県民税は課税されません。

３．税額計算のしかた ４．納 入 方 法
徴収していただいた分離課税に係る所得割は、その給与所得の

市・県民税月割額と合わせて翌月の10日までに納入してください｡
その際、納入書の金額を訂正し、また必ず裏面の納入申告書に

所要事項を記載してください。
退 職 所 得 控 除 額 の 計 算

勤 続 年 数

勤続年数が
20年以下の
場合

勤続年数が
20年を超え
る場合

退 職 所 得 控 除 額

40万円×勤続年数
（最低80万円）

800万円＋70万円×（勤続年数－20年）

障害者になったことに直接起因して退職
された場合は、上記により計算した控除
額に100万円を加算します。

（注）勤続年数に１年未満の端数がある場合は、切り上げて
計算してください。

退職所得の金額 ×

税 率

市民税 県民税

６％ ４％

＝

税 額

市民税額

�

県民税額

�

税 額

市民税額

�

県民税額

�

－

控 除 額

（Ａ）×10％

�

（Ｂ）×10％

�

特別徴収すべき税額

市民税額

�－�

県民税額

�－�
＝

（注）１ 市民税額（Ａ）、県民税額（Ｂ）は、端数処理を行わ
ない。

２ 控除額（税額×10％）は、端数処理を行わない。
３ 特別徴収すべき税額（市民税額、県民税額）に、百
円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数
を切り捨てる（特別徴収すべき税額は100円単位）。

退職所得
の金額

収 入
金 額

退職所得
控除額＝ － ×

２
１

（1,000円未満の端数切捨て）
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（４）

納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税

金完納の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000円未満の

、端数のあるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは

その端数金額又は全額を切り捨てます｡）に年14.6パーセン

ト（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年7.3パーセント（当該期間の属する各年の前年の11

月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第

一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４

パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合

に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年４パー

セントの割合を加算した割合））の割合を乗じて計算した額

の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合

は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合で

す。

市県民税を納期限を過ぎて納付された場合には、納期限ま

でに納付された方との公平を保つため延滞金を納めていた

だくことになります。

納期限までに税金を完納しないため、督促を受け、かつそ

の督促状を発付した日から起算して10日を経過した日まで

にこの税金に係る徴収金を完納しない場合においては、滞

納処分を受けることになります。

納入期限は徴収した翌月の10日です。
納期限までに下記の金融機関等へ納入してください。
・取扱金融機関
１、指定金融機関

南都銀行香芝支店
２、納付書にて振込みができる金融機関

・南都銀行 ・三菱東京ＵＦ 銀行Ｊ

・りそな銀行 ・三井住友銀行
・みずほ銀行 ・関西アーバン銀行
・近畿大阪銀行 ・第三銀行
・奈良中央信用金庫 ・大和信用金庫
・奈良県農業協同組合

・近畿２府４県のゆうちょ銀行（郵便局）
近畿２府４県以外のゆうちょ銀行（郵便局）で納付され

る場合は、ゆうちょ銀行備え付けの「払込取扱票」をご利
用ください。（加入者名は「香芝市会計管理者」、口座番号
は「00910-8-6584」です｡）なお、この場合、通信欄に下記
事項をお書き込みください。
①給与支払者の名称 ②特別徴収義務者番号
③連絡先電話番号

・香芝市役所収税課窓口

※納付書は機械処理しますので、汚したり折り曲げたりし
ないでください。
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（５）

納入書の記入のしかた

納
入
金
額
に
変
更
が
あ
る
場
合

★退職、一括徴収、転勤、税額変更等で
給与分の納入金額を変更するときは…
①納入金額�を横線で抹消する。
②納入金額�の給与分と合計額に正しい税額
を記入する。

★退職所得分または延滞金が発生し、合
算した金額に変更するときは…
①納入金額�を横線で抹消する。
②納入金額�の給与分、退職所得分、延滞金の
内訳の該当欄に記入し、合計額も記入する。

※この場合、納入金額�と給与分に変更がなく
ても納入金額�は横線で抹消し、納入金額�
の給与分に書き直してください。

※退職所得分が発生した時は、納入書裏面の納
入申告書に必要事項を記入してください。

○注 数字の頭に「￥」マークを記入しないでください。 金額欄記入例 枠からはみ出さぬようはっきりと記入してください。

①横線で抹消
（訂正印は不要）

②給与分、合計
額に正しい税
額を記入

①横線で抹消
（訂正印は不要）

②給与分、退職
所得分、延滞
金の該当欄と
合計額に記入

納入金額�

円平成

年 月分 指 定 番 号

給 与
一括徴収
分を含む

退 職
所得分

延滞金

督 促
手数料

合計額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，

２ ９ ２ １ ０ ９ 00990－0－960319 香芝市会計管理者

市区町村コード 口 座 番 号 加 入 者 名

〒539-8795 大阪貯金事務センター

取りまとめ金融機関

納期限 平成 年 月 日

又は南都銀行 香芝支店

納入すべき金額が右の納入金額�
の欄の金額と異なるときは、納入
金額�の欄を横線で抹消し、納入
金額�の欄に記入してください。

納

入

金

額

�

50,000

納入金額�

円平成

年 月分 指 定 番 号

給 与
一括徴収
分を含む

退 職
所得分

延滞金

督 促
手数料

合計額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

， ，

， ，

， ，

， ，

， ，

２ ９ ２ １ ０ ９ 00990－0－960319 香芝市会計管理者

市区町村コード 口 座 番 号 加 入 者 名

納期限 平成 年 月 日

納入すべき金額が右の納入金額�
の欄の金額と異なるときは、納入
金額�の欄を横線で抹消し、納入
金額�の欄に記入してください。

納

入

金

額

�

45,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

〒539-8795 大阪貯金事務センター
又は南都銀行 香芝支店

取りまとめ金融機関
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（６）

総
所
得
金
額

－

所
得
控
除
額

＝

課
税
総
所
得
金
額

（

千
円
未
満
切
捨）

×

市民税税率 調 整 控 除 税額控除等 所得割額 均等割額 － 市民税税額

県民税税率 県民税税額

市・県民税
年 税 額

� � � �
�

� 総所得金額 前年の所得税法等の規定によって計算された金額

� 所得控除額 総所得金額から差し引かれる金額（下表を参照）

雑 損
控 除 額

医 療 費
控 除 額

社 会 保 険 料 控 除 額

小 規 模 企 業 共 済 等
掛 金 控 除 額

生 命 保 険 料 控 除 額

（一 般）

生 命 保 険 料 控 除 額
（個 人 年 金）

地 震 保 険 料 控 除 額

障害者・寡婦・寡夫・
勤 労 学 生 控 除 額

配 偶 者
控 除 額

配 偶 者 特 別 控 除

差引損失額－総所得金額等の合計額×10％
差引損失額のうち災害関連支出の金額－５万円 いずれか多いほうの金額
（注）差引損失額＝損害金額－保険金等で補てんされる金額

（支払った医療費の金額－保険金等で補てんされる金額）－（総所得金額等の合計額の５％相当額
または10万円のうちいずれか低いほうの金額） 最高限度額200万円

健康保険や厚生年金の掛金等の金額

小規模企業共済事業団に支払った第一種共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金の金額

支払った生命保険料（Ａ）
� 15,000円以下の場合 Ａ
� 15,000円を超え40,000円以下の場合 Ａ×1／2＋ 7,500円
� 40,000円を超え70,000円以下の場合 Ａ×1／4＋17,500円
� 70,000円を超える場合 35,000円

生命保険料控除額（一般）の計算方法と同じです。

別表�をご覧ください。

それぞれ 260,000円 ただし、特別障害者の場合は、 300,000円
特定寡婦の場合は、 300,000円

330,000円 ただし、老人控除対象配偶者の場合は、380,000円
＊ 同居特別障害者の場合は、それぞれ23万円加算

別表�をご覧ください。

税額の計算方法

－

税額控除等－ －

－ ＝

＝

＋ ＝

＝

＝

�

（ ）

所得割額 均等割額＋（ ）

配当割･株式等
譲渡所得控除

�

調 整 控 除 －
配当割･株式等
譲渡所得控除
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（７）

扶 養
控 除 額

基 礎 控 除 額

一人につき 330,000円
ただし、
特定扶養の場合は、 450,000円
老人扶養親族の場合は、 380,000円
同居老親等の場合は、 450,000円

※ 同居特別障害者の場合は、それぞれ23万円加算

330,000円

� 所得割の税率

�－1 税額控除（配当控除）

種 類

課 税 所 得 金 額

利 益 の 配 当 等

証 券 投 資
信 託 等

外貨建等証券投資信託以外

外貨建等証券投資信託

1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分

市 民 税 県 民 税

1.6％

0.8％

0.4％

1.2％

0.6％

0.3％ 0.2％ 0.15％

� 均等割の税率

市 民 税 県 民 税
3,000円 1,500円

別 表�（地震保険料控除）

＊ 旧長期損害保険契約－損害保険契約のうち、満期返戻金等のあるもので保険期間または
共済期間が10年以上のもの。

別 表�（配偶者特別控除）

合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者を有する場合で、その配

偶者の合計所得金額が38万円を超える場合、次の表による金額。（ただし、配偶者が、

他の納税者の扶養親族とされる人・青色事業専従者として給与の支払を受ける人・白色

事業専従者となっている人を除く｡）

380,001 ～ 449,999
450,000 ～ 499,999
500,000 ～ 549,999
550,000 ～ 599,999
600,000 ～ 649,999
650,000 ～ 699,999
700,000 ～ 749,999
750,000 ～ 759,999

760,000 ～

31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
６万円

配偶者の合計所得金額 控 除 額

33万円

３万円
０円

市 民 税 県 民 税

0.8％

0.4％

0.6％

0.3％

※ 平成18年度より、県民税均等割額には、奈良県森林環境税（500円）が含まれています｡

38万円まで ０円

市民税 ６％

県民税 ４％

� 調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の者
次の①と②のいずれか少ない額の５％（県民税２％、市民税
３％）に相当する金額
①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合にお
いては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額

②合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場合
は５万円）の５％（県民税２％、市民税３％）に相当する金
額
①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合にお
いては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額

②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類 金額

障害者
控 除

普通

特別

１万円

10万円
扶養控除

一 般

特 定

老 人

同居老親等

５万円

18万円

10万円

13万円

寡 婦
控 除

一般

特別

寡 夫 控 除

勤労学生控除

配偶者
控 除

一般

老人

１万円

５万円

１万円

１万円

５万円

10万円

同居特別障害者加算

配偶者
特 別
控 除

38万円超40万円未満

40万円以上45万円未満

基 礎 控 除

12万円

５万円

３万円

５万円

控 除 の 種 類 金額

�－2 税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

前年分の所得税において平成11年から18年まで又は平成21年から25年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受け
た場合、①から②を控除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を限度）
を超える場合には当該金額）に下欄の割合を乗じた額
①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20
年の居住年に係る住宅借入金の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額）

②前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）
※平成11年から18年までの間に入居した者で、市町村長に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出した場合、上記の控
除額に代えて、地方税法附則第５条の４の規定に基づいて算出した金額

3 / 5 県 民 税 2 / 5

地
震
保
険
料
控
除

地
震
保
険
料

旧
長
期
契
約

支払金額 控除額
50,000円以下のとき…支払金額の1/2
50,000円超のとき……………25,000円

支払金額 控除額
5,000円以下のとき………………全額
5,000円超15,000円以下のとき
………………支払金額の1/2＋2,500円
15,000円超のとき……………10,000円

地震保険、旧長期の両方がある場合は、
限度額は25,000円

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金
額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）が５千円を
超える場合には、その超える金額の県民税は４％、市民税は６％に相当す
る金額
１ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
２ 住所地の県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
３ 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進

に寄与する寄附金として住所地の県又は市の条例で定めるもの
ただし１の寄附金が５千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左
欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は５分の２、市民税
は５分の３に相当する金額をさらに加算した金額（所得割の10％に相当す
る金額を超えるときは、その10％に相当する金額）

�－3 税額控除（寄附金税額控除）

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割 合
0円以上195万円以下 85％

80％
70％
67％
57％
50％

90％

195万円を超え330万円以下
330万円を超え695万円以下

1,800万円超
０円未満

（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

695万円を超え900万円以下
900万円を超え1,800万円以下

０円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合）

地方税法に
定める割合

市 民 税
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（８）

記

載

注

意

１ この届出書は給与支払報告に係る給与所得者異動届出書と特別徴収に係る給与所得者異動届出書が同じ様式になっています。異動届出書は給与の支払を受けなくなった日の属する月
の翌月10日までにそれぞれ関係市区町村へ提出してください。

２ 太線 で囲んでいる部分についてのみ記載してください。

３ 「１月１日以降退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の１月１日から退職時までに支払の確定した給与の額を､ 「控除社会保険
料額」欄には、その年の１月１日から退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。

４ 「一括徴収」に関する記載は、次により記載してください。なお、一括徴収しない場合でも必ず必要事項を記載してください。
一括徴収する場合は、理由欄の１又は２を�で囲み、右の「徴収予定額」欄等に所要事項を記載するとともに１の場合には給与所得者の印を押印してください。一括徴収しない場合に
は、理由欄の該当する項目を�で囲んでください。

あ
っ
て
も
、
必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で

市 民 税
県 民 税

給与支払報告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書
整 理 番 号

香芝市長 様

平成 年 月 日 提出

（

特
別
徴
収
義
務
者）

給

与

支

払

者

名 称
（氏 名）

所 在 地

（住 所）

� 担

当

者

係

氏 名

電 話

－

21
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号

給

与

所

得

者

フ リ ガ ナ

氏 名

住

所

１月１日

現 在

異 動 後

新

姓

（ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済税額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 異 動 の 事 由
異動後の未徴収
税額の徴収方法

１月１日以降退職時
までの給与支払額

円 月分から
月分まで 年

月 日

１ 転 勤
２ 退 職
３ 死 亡
４ 休 職
５ 長 欠
６ その他（ ）

１特 別 徴 収 継 続

２一 括 徴 収

３普 通 徴 収

（本人が納付する）

控除社会保険料額

給与所得者が新しい給与支払者（特別徴収義務者）による「特別徴収の継続」を希望される場合には以下の項目にも必ず記載してください。

新しい給与支払者

（特別徴収義務者）

所在地〒

名 称

特別徴収指定番号

（電話 － － ）
左記特別徴収義務者へは月割額 円を

月分から徴収するよう連絡済です。

給与等の支払を受けなくなった後の月割額（退職した月を除く）の一括徴収について次の欄に必ず記載してください。

一

括

徴

収

一 括 徴 収 す る 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で

本人からの申出があったため。

２ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で特別徴収

の継続の希望がないため。

本人の印

徴収予定月日 徴 収 予 定 額
徴 収 予 定 額 合 計
（上 記 （ウ） と 同 額）

備 考

月 日 左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）

一 括 徴 収 し な い 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で本人からの申出がないため。
２ 特別徴収の継続の希望があるため。（転勤の場合も含む｡）
３ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で残税額（上記（ウ）の額）を超える給与又は退職手当等の支払がないため。
４ 死亡による退職のため。

旧
特
別
徴
収
処
理
欄

21年度 月分以降
の月割額は

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

点 検

点 検

22年度 月分以降
の月割額は

左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）月 日

円

円

月分から
月分まで

円 円

円

円

円

22
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号－

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

記載例（退職で一括徴収する場合）

付
受 印 ※

退
職
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
異
動
届
出
書
の
ほ
か
給
与
支
払
報
告
書（

個
人
別
明
細
書
及
び
総
括
表）

の
提
出
が
必
要
で
す
。
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記

載

注

意

１ この届出書は給与支払報告に係る給与所得者異動届出書と特別徴収に係る給与所得者異動届出書が同じ様式になっています。異動届出書は給与の支払を受けなくなった日の属する月
の翌月10日までにそれぞれ関係市区町村へ提出してください。

２ 太線 で囲んでいる部分についてのみ記載してください。

３ 「１月１日以降退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の１月１日から退職時までに支払の確定した給与の額を､ 「控除社会保険
料額」欄には、その年の１月１日から退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。

４ 「一括徴収」に関する記載は、次により記載してください。なお、一括徴収しない場合でも必ず必要事項を記載してください。
一括徴収する場合は、理由欄の１又は２を�で囲み、右の「徴収予定額」欄等に所要事項を記載するとともに１の場合には給与所得者の印を押印してください。一括徴収しない場合に
は、理由欄の該当する項目を�で囲んでください。

あ
っ
て
も
、
必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で

市 民 税
県 民 税

給与支払報告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書
整 理 番 号

香芝市長 様

平成 年 月 日 提出

（

特
別
徴
収
義
務
者）

給

与

支

払

者

名 称
（氏 名）

所 在 地

（住 所）

� 担

当

者

係

氏 名

電 話

－

21
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号

給

与

所

得

者

フ リ ガ ナ

氏 名

住

所

１月１日

現 在

異 動 後

新

姓

（ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済税額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 異 動 の 事 由
異動後の未徴収
税額の徴収方法

１月１日以降退職時
までの給与支払額

円 月分から
月分まで 年

月 日

１ 転 勤
２ 退 職
３ 死 亡
４ 休 職
５ 長 欠
６ その他（ ）

１特 別 徴 収 継 続

２一 括 徴 収

３普 通 徴 収

（本人が納付する）

控除社会保険料額

給与所得者が新しい給与支払者（特別徴収義務者）による「特別徴収の継続」を希望される場合には以下の項目にも必ず記載してください。

新しい給与支払者

（特別徴収義務者）

所在地〒

名 称

特別徴収指定番号

（電話 － － ）
左記特別徴収義務者へは月割額 円を

月分から徴収するよう連絡済です。

給与等の支払を受けなくなった後の月割額（退職した月を除く）の一括徴収について次の欄に必ず記載してください。

一

括

徴

収

一 括 徴 収 す る 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で

本人からの申出があったため。

２ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で特別徴収

の継続の希望がないため。

本人の印

徴収予定月日 徴 収 予 定 額
徴 収 予 定 額 合 計
（上 記 （ウ） と 同 額）

備 考

月 日 左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）

一 括 徴 収 し な い 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で本人からの申出がないため。
２ 特別徴収の継続の希望があるため。（転勤の場合も含む｡）
３ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で残税額（上記（ウ）の額）を超える給与又は退職手当等の支払がないため。
４ 死亡による退職のため。

旧
特
別
徴
収
処
理
欄

21年度 月分以降
の月割額は

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

点 検

点 検

22年度 月分以降
の月割額は

左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）月 日

円

円

月分から
月分まで

円 円

円

円

円

22
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号－

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

記載例（退職で一括徴収しない場合）

付
受 印

（９）

※
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
異
動
届
出
書
の
ほ
か
給
与
支
払
報
告
書（

個
人
別
明
細
書
及
び
総
括
表）

の
提
出
が
必
要
で
す
。

N
10
B
05
51
0



22

記

載

注

意

１ この届出書は給与支払報告に係る給与所得者異動届出書と特別徴収に係る給与所得者異動届出書が同じ様式になっています。異動届出書は給与の支払を受けなくなった日の属する月
の翌月10日までにそれぞれ関係市区町村へ提出してください。

２ 太線 で囲んでいる部分についてのみ記載してください。

３ 「１月１日以降退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の１月１日から退職時までに支払の確定した給与の額を､ 「控除社会保険
料額」欄には、その年の１月１日から退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。

４ 「一括徴収」に関する記載は、次により記載してください。なお、一括徴収しない場合でも必ず必要事項を記載してください。
一括徴収する場合は、理由欄の１又は２を�で囲み、右の「徴収予定額」欄等に所要事項を記載するとともに１の場合には給与所得者の印を押印してください。一括徴収しない場合に
は、理由欄の該当する項目を�で囲んでください。

あ
っ
て
も
、
必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で

市 民 税
県 民 税

給与支払報告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書
整 理 番 号

香芝市長 様

平成 年 月 日 提出

（

特
別
徴
収
義
務
者）

給

与

支

払

者

名 称
（氏 名）

所 在 地

（住 所）

� 担

当

者

係

氏 名

電 話

－

21
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号

給

与

所

得

者

フ リ ガ ナ

氏 名

住

所

１月１日

現 在

異 動 後

新

姓

（ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済税額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 異 動 の 事 由
異動後の未徴収
税額の徴収方法

１月１日以降退職時
までの給与支払額

円 月分から
月分まで 年

月 日

１ 転 勤
２ 退 職
３ 死 亡
４ 休 職
５ 長 欠
６ その他（ ）

１特 別 徴 収 継 続

２一 括 徴 収

３普 通 徴 収

（本人が納付する）

控除社会保険料額

給与所得者が新しい給与支払者（特別徴収義務者）による「特別徴収の継続」を希望される場合には以下の項目にも必ず記載してください。

新しい給与支払者

（特別徴収義務者）

所在地〒

名 称

特別徴収指定番号

（電話 － － ）
左記特別徴収義務者へは月割額 円を

月分から徴収するよう連絡済です。

給与等の支払を受けなくなった後の月割額（退職した月を除く）の一括徴収について次の欄に必ず記載してください。

一

括

徴

収

一 括 徴 収 す る 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で

本人からの申出があったため。

２ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で特別徴収

の継続の希望がないため。

本人の印

徴収予定月日 徴 収 予 定 額
徴 収 予 定 額 合 計
（上 記 （ウ） と 同 額）

備 考

月 日 左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）

一 括 徴 収 し な い 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で本人からの申出がないため。
２ 特別徴収の継続の希望があるため。（転勤の場合も含む｡）
３ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で残税額（上記（ウ）の額）を超える給与又は退職手当等の支払がないため。
４ 死亡による退職のため。

旧
特
別
徴
収
処
理
欄

21年度 月分以降
の月割額は

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

点 検

点 検

22年度 月分以降
の月割額は

左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）月 日

円

円

月分から
月分まで

円 円

円

円

円

22
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号－

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

記載例（転職の場合）

付
受 印

（10）

※
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
異
動
届
出
書
の
ほ
か
給
与
支
払
報
告
書（

個
人
別
明
細
書
及
び
総
括
表）

の
提
出
が
必
要
で
す
。

N
10
B
05
51
1



（11）

22

記

載

注

意

１ この届出書は給与支払報告に係る給与所得者異動届出書と特別徴収に係る給与所得者異動届出書が同じ様式になっています。異動届出書は給与の支払を受けなくなった日の属する月
の翌月10日までにそれぞれ関係市区町村へ提出してください。

２ 太線 で囲んでいる部分についてのみ記載してください。

３ 「１月１日以降退職時までの給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の１月１日から退職時までに支払の確定した給与の額を､ 「控除社会保険
料額」欄には、その年の１月１日から退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。

４ 「一括徴収」に関する記載は、次により記載してください。なお、一括徴収しない場合でも必ず必要事項を記載してください。
一括徴収する場合は、理由欄の１又は２を�で囲み、右の「徴収予定額」欄等に所要事項を記載するとともに１の場合には給与所得者の印を押印してください。一括徴収しない場合に
は、理由欄の該当する項目を�で囲んでください。

あ
っ
て
も
、
必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
の
日
が
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
方
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で

市 民 税
県 民 税

給与支払報告
特 別 徴 収

に係る給与所得者異動届出書
整 理 番 号

香芝市長 様

平成 年 月 日 提出

（

特
別
徴
収
義
務
者）

給

与

支

払

者

名 称
（氏 名）

所 在 地

（住 所）

� 担

当

者

係

氏 名

電 話

－

21
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号

給

与

所

得

者

フ リ ガ ナ

氏 名

住

所

１月１日

現 在

異 動 後

新

姓

（ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済税額

（ウ）
未徴収税額
（ア）－（イ）

異動年月日 異 動 の 事 由
異動後の未徴収
税額の徴収方法

１月１日以降退職時
までの給与支払額

円 月分から
月分まで 年

月 日

１ 転 勤
２ 退 職
３ 死 亡
４ 休 職
５ 長 欠
６ その他（ ）

１特 別 徴 収 継 続

２一 括 徴 収

３普 通 徴 収

（本人が納付する）

控除社会保険料額

給与所得者が新しい給与支払者（特別徴収義務者）による「特別徴収の継続」を希望される場合には以下の項目にも必ず記載してください。

新しい給与支払者

（特別徴収義務者）

所在地〒

名 称

特別徴収指定番号

（電話 － － ）
左記特別徴収義務者へは月割額 円を

月分から徴収するよう連絡済です。

給与等の支払を受けなくなった後の月割額（退職した月を除く）の一括徴収について次の欄に必ず記載してください。

一

括

徴

収

一 括 徴 収 す る 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で

本人からの申出があったため。

２ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で特別徴収

の継続の希望がないため。

本人の印

徴収予定月日 徴 収 予 定 額
徴 収 予 定 額 合 計
（上 記 （ウ） と 同 額）

備 考

月 日 左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）

一 括 徴 収 し な い 場 合

理

由

１ 異動の日が６月１日から12月31日までの間で本人からの申出がないため。
２ 特別徴収の継続の希望があるため。（転勤の場合も含む｡）
３ 異動の日が１月１日から４月30日までの間で残税額（上記（ウ）の額）を超える給与又は退職手当等の支払がないため。
４ 死亡による退職のため。

旧
特
別
徴
収
処
理
欄

21年度 月分以降
の月割額は

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

点 検

点 検

22年度 月分以降
の月割額は

左記の一括徴収した税額は 月分で納入します｡（翌月10日納期限）月 日

円

円

月分から
月分まで

円 円

円

円

円

22
年
度

特別徴収
指定番号

個人番号－

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

１ 特別徴収義務者（区）を変更
２ 普通徴収へ切替
３ 一括徴収
４ その他

付
受 印

き

り

と

り

せ

ん

届出書が複数必要な場合、コピーしてご使用ください｡

※
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
異
動
届
出
書
の
ほ
か
給
与
支
払
報
告
書（

個
人
別
明
細
書
及
び
総
括
表）

の
提
出
が
必
要
で
す
。

N
10
B
05
51
2



（12）

き

り

と

り

せ

ん

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

平成 年 月 日

香芝市長 様

特
別
徴
収
義
務
者

所 在 地

名 称

代表者の
職氏名印

印

指 定 番 号

連絡者の係
及 び 氏 名
並 び に
電 話 番 号

係

氏名

電話 （ ）

�変更事項のみ記入してください。 �誤読をさけるために必ずフリガナを記入してください。

�訂正・誤りがある場合も、この用紙を利用してご連絡ください。

事 項

フリガナ

所 在 地

名 称

電 話

備 考

変 更 前 変 更 後

〒 －

（ ）

変 更 年 月 日 平成 年 月 日

〒 －

（ ）

フリガナ

�変更事項のみ記入してください。 �誤読をさけるために必ずフリガナを記入してください。

�訂正・誤りがある場合も、この用紙を利用してご連絡ください。

納入書について
住所・名称等の変更後に訂正した
納入書はお送りしておりません。
当初の納入書を訂正のうえそのま
まお使いください。

N
10
B
05
51
3



（13）

中途就職者等の特別徴収への切り替え

普通徴収の納税者を就職などにより特別徴収に切り替える場合は、右の

特別徴収への切替書に所要事項を記入して提出してください。

※普通徴収の納期限が到来している期の税額は、特別徴収に切り替える

ことができませんのでご注意ください。

※当市では、毎月、月末（最終金曜日予定）に一括電算処理する関係上、

通知書及び納付書の発送が、翌月の１～３日頃になります。

連絡先

�639-0292

奈良県香芝市本町����番地

香芝市役所総務部税務課市民税係

0745-76-2001（内線 141･142）

（

き

り

と

り

せ

ん）

特別徴収への切替書
平成 年 月 日提出

本

人

特

別

徴

収

義

務

者

住 所

氏 名

所 在 地
（ 住 所 ）

名 称
（ 氏 名 ）

指 定 番 号

電 話 番 号

給与計算の
締 切 日 等

この連絡書
に応答され
る方

普 通 徴 収 の
納税通知書番号

納 付 済 期

その他連絡事項

月 日までに文書が到着すれば

月分の給与から特別徴収可能

係

氏名

納 付 済 額

フ リ ガ ナ

新 規

期 分

N
10
B
05
51
4



（14）

23 香芝市長 様 給与支払報告書（総括表） 2 9 2 1 0 9
平成 年 月 日提出

該当する事項に�印をつけてください｡

�．下記事項に変更あり

�所 在 地 変 更

�名 称 変 更

�電話番号 変 更

�．納入書について

�必 要

き り と り せ ん

フリガナ

給与支払
者の名称
又は氏名

同 上 の

所 在 地

連絡者の氏名

及び所属課係

名ならびに

電話番号

�

〒

特別徴収義務者番号

番

人

※
給
与
支
払
報
告
書（

個
人
別
明
細
書）

に
必
ず
添
え
て

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
月
31
日
ま
で

切
り
と
ら
な
い
で
く
だ
さ
い

変更事項等連絡票

フリガナ

氏名係

TEL 内線

香芝市への報告人員

特 別 徴 収

合 計

（市民税を給与控除する方）

�不 要
変更がある場合のみ�印をつけてください。

従来通りの場合は記入しないでください。

き

り

と

り

せ

ん
人

人

人

人

人

そ の 他

退 職 者

在

職

者

普 通 徴 収
（市民税を自分で納付する方）

臨時・パート等
（市民税を自分で納付する方）

送付用宛名としてお使いください｡

〒639-0292

奈良県香芝市本町����番地

香芝市役所税務課
市 民 税 係 行
（給与支払報告書在中）

平成23年度給与支払報告書（総括表）の提出について

・平成22年中に給与等の支払いがあった事業所におかれましては、個人別の給与支払報告書（個

人別明細書）を作成し、受給者の平成23年１月１日現在の住所を置く市町村に報告していただく

こととなります。

香芝市に報告いただくべき対象者があった場合は、以下の給与支払報告書（総括表）に必要事

項を記入のうえ、平成23年１月末日までに給与支払報告書（個人明細書）と一緒に送付願います。

※ご注意ください

①平成23年１月１日現在の住所、氏名、フリガナ、生年月日は、必ず記入してください。

特に住所は、香芝市に実際に住所登録が無い場合、返却させていただく場合があります。

②摘要欄に控除対象配偶者及び扶養親族の名前を必ず記入してください。また、支払金額に前職

分を含む場合、その会社名や支払金額等を記入してください。

③平成22年１月１日以後の退職者分についても提出してください。

④税務署に提出義務の無い方（支払総額が一定額以下の方）でも市町村には提出が必要です。
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